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2016年 11月 2日 

 

当社は、「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律」が公布され、再処理等

事業を着実かつ効率的に実施するための認可法人（使用済燃料再処理機構）が設立されることに伴い、

浜岡原子力発電所1号機から5号機の「使用済燃料の処分の方法」の一部変更について、原子炉設置

変更許可申請を原子力規制委員会へおこないました。 

（2016年8月16日お知らせ済み） 

 

本申請につきまして、本日、原子力規制委員会より許可をいただきましたのでお知らせします。 

 

以 上 

 

 

【参考】 

 

○原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律の概要 

  ・認可法人制度の創設 

    新たに認可法人（使用済燃料再処理機構）を設立し、使用済燃料の再処理等を着実かつ効率

的に実施するための体制を整備 

  ・拠出金制度の創設 

使用済燃料の再処理等に必要な資金を使用済燃料再処理機構に拠出することを、電力会社に

対して義務付けることで、事業に必要な資金を安定的に確保 

   

 

 

原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する 
法律の公布に伴う浜岡原子力発電所の原子炉設置変更許可について 

http://www.chuden.co.jp/resource/ham/280816saisyorikyokasinsei.pdf

